
ものづくり補助金
（令和元年度・令和二年度補正

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 一般型）

補助金申請支援サービスのお知らせ

【経営革新等支援機関】

T F S国際税理士法人
TEL：０３-３２２５-６４００(代） FAX：０３-３２２５-６４０５
〒160-000４ 東京都新宿区四谷3-11 山一ビル5階

通年公募・複数締切 まずはTFS国際税理士法人にお問い合わせください

7次締切
2021年

８月１７日１７時

新型コロナウイルス対応の新特別枠創設！

『低感染リスク型ビジネス枠』

補助率

1/2⇒2/3

販売促進費
広告宣伝費
が補助対象

ものづくり補助金って⁉

☞中小企業が経営革新のための設備投資に使える

最大1000万円・補助率1/2～2/3※の補助金です

※補助率：中小企業者1/2、新特別枠・小規模事業者2/3

経営革新とは
新商品（サービス）の開発や、
新たな生産（提供）方式の導入

ルーキー優遇

100％電子手続き
賃上げ要件追加
従業員への還元

★
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法人名 担当者名

住所 業種

電話番号 E-mail @

ご要望 □ 補助金申請支援を依頼したい □ 補助金について詳しく聞きたい

▼お申込みはこちらから▼

TFS国際税理士法人
FAX：03-3225-6405

1．事前準備のご支援からします！

2．加点となる『事業継続力強化計画』もご支援します！

・補助金の電子申請に必要なGビズIDプライムの取得からご案内します。
・事業（設備投資）内容が要件に当てはまるか確認させていただきます。

事業継続力強化計画とは、減災・防災のための事前対策計画を経済産業大臣
が認定する制度です。より採択に近づけるためご支援します。

Q：新型コロナ対応の 『新特別枠』 の申請要件とは？

物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発

物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善

ポストコロナに対応するビジネスモデルの抜本的な転換に係る設備・システム投資

A:新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、

社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換 に向けた投資をすること

TFS国際税理士法人のご支援のポイント

支援料金

ビジター料金
(当社クライアント以外)

着手金100,000円＋成功報酬10%

会計・税務・経営顧問契約の方
(クライアント)

着手金100,000円＋成功報酬 8%

※成功報酬に関しましては、申請者ご
負担金額以外の「補助金額」がベース
となります。
※不採択となった場合は、「成功報酬」
は頂きません。
※事業継続力強化計画の申請費用は
含まれておりません。

新型コロナウイルス経営
支援情報・資金繰り対策
一覧

＜ものづくり補助金(「低感染リスク型ビジネス枠」含む)申請サポート報酬


